
 

 

 

 

13 県人勧情報－⑩ 

 

 

 

 

 

県人事委員会は10日、知事及び県議会議長に対して、下記内容の報告を行った。

報告では公民較差が小さいとされ、2008年以来５年ぶりに月例給・一時金ともに改

定が見送られた（2008年は医師の初任給のみ改定勧告）。また、人勧制度によらな

い給与削減に対しては、「本報告に基づく民間準拠による給与水準が確保される必

要がある」と、県当局へ警鐘を鳴らした。 

県地方公務員共闘会議（議長：豊巻浩也・岩教組委員長）は、マイナス勧告が想

定される情勢の中、10月１日には約200人の県庁座り込み交渉支援行動を背景に交

渉を実施し、賃金水準の維持改善と現給保障の継続を求めてきた。現給保障につい

ては、勧告ではなく報告に止めたが「2015年3月末での廃止を検討する」とされた。 

厳しい情勢の中で、一定の内容を引き出したものの、職場と生活の困難さに変わ

りはない。引き続く確定闘争においても、支部・分会の闘争態勢を継続・強化しな

がら、現給保障の継続、昨年からの継続課題である50歳台後半層の昇給抑制阻止を

はじめとする課題の前進・改善に全力を挙げて取り組みを進めていこう。 
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10月26日（土）
「県本部現業公
企統一闘争・確
定闘争勝利総決
起集会」(場所：
一戸町奥中山) 
多くの結集を！ 

【報告のポイント】 

① 月例給：改定見送り 較差：0.03％・119円（民間369,538円、職員369,419円） 

      ※ 現給保障を除く給料表水準だと、0.42%(1,528円)民間が高い 

② 一時金：改定見送り 較差：なし（民間3.90月、職員現行3.90月） 

③ 給与構造改革における経過措置の廃止：報告に止めるも廃止時期に言及 

  「本県における経過措置適用者の割合の推移を考慮し、2015年３月末での廃止が適当」 

④ 高齢期の雇用問題：「昨年の報告（定年退職する職員が希望する場合に再任用職員として

採用）に加え、国、他県の動向等にも留意しながら検討」 

⑤ 超過勤務の縮減：「復興業務のため依然として高い水準にある公所も見られる。管理者の

リーダーシップや職員の相互理解の下での縮減に期待」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３県人事委員会勧告に対する声明 

本日10日、県人事委員会は知事と県議会に対し、公民較差が0.03％(119円)と小さいことから月例給の改定

を見送ること及び一時金についても均衡していることから据え置くことを報告した。 

人事委員会勧告によらない給与削減が本年７月から実施されたことで、私たち県職員は平均で毎月約2.5

万円もの減収を余儀なくされている。この十数年間をみても年収減が100万円を超える中、税・社会保障の負

担増や燃料費、電気料金の値上げ等で可処分所得は下がり続けており、生活に極めて深刻な影響が生じてい

る。来年４月の消費増税方針も決定された中、私たち県職員を含め、労働者全体の賃上げを進めていくこと

の必要性を訴えるとともに、あらためて賃金水準の改善を求めるものである。 

なお、勧告によらない給与削減に対し、人事委員長談話において「職員の士気等に及ぼす影響を憂慮して

いる」とした上で「職員の給与については、本報告に基づく民間準拠による給与水準が確保される必要があ

る」と警鐘を鳴らした。私たちは、政府の強制による不当な給与削減を早期に終了するよう、引き続き政府

及び県当局に求めていく。 

この間継続検討としてきた給与構造改革にかかる経過措置（現給保障）の廃止について、人事委員会は報

告の中で「2015年３月末の廃止が適当」と、廃止時期の目安に触れた。私たちは、現給保障開始から７年を

経過した今でも不利益解消に至っていない現状を訴えながら、今年度末での強行廃止を回避させたものの、

廃止となれば、現給保障の適用者は平均約１万円、最大３万円弱の実質的な賃下げが行われることになり、

生活への打撃は大きい。今後の確定闘争において、労使交渉で確認してきた現給保障の継続に向け、取り組

みを強化する。 

一方、私たちの求めてきた、雇用と年金の確実な接続を踏まえた、再任用職員の給与水準のあり方や希望

者全員の継続雇用について、具体的な改善への方向性が示されなかったことは極めて遺憾だ。公的年金の受

給年齢引き上げに伴い今年度末での定年退職者から無年金期間が生ずる事実を放置することなく、早急に対

応するよう、引き続き、県当局との協議を進めていく。 

長時間労働に関しては「復興業務等のため、(超過勤務実態が)依然として高い水準にある公所も見受けら

れる」とし、超過勤務の縮減や年次休暇の計画的取得等を促しているが、その解消は管理監督者の的確な業

務量把握と指導に委ねる表現に止まっている。長時間労働との関連性の深いメンタルヘルス対策についても

昨年同様に対策強化の考えが示されているが、この間の集中改革プログラム等による過度の人員削減が背景

に潜んでいることは明らかだ。全国各地で台風、豪雨等の大災害が頻発していることからも、他県等の応援

職員に頼らなくても復興が推進できる、本来のマンパワー確保を前提とした労働環境の改善を強く望む。 

最後に、人事院が報告した給与制度の総合的見直しについて、人事委員会でも国の動きを注視していく旨

触れたが、人事院の報告の内容は、突如、官民の新しい比較方法を持ち出し、恣意的に較差を生み出す方法

となっている。公務員給与の引き下げありきの制度見直しの検討が進められようとしていることは極めて重

大な問題であることを指摘しておく。 

私たち地公共闘に結集する県職員７組合は、引き続く県当局との交渉において、良質な県民サービスの提供

と震災からの確実な復興のため、職員が安心して職務に専念できる職場環境と意欲を持てる賃金・労働条件

の確保に向け、２０１３確定闘争を全力でたたかい抜くものである。 

２０１３年１０月１０日 

岩手県地方公務員共闘会議 

議 長 豊 巻 浩 也 

⑥ 両立支援の推進：「人事院が意見の申出を行った配偶者帯同休業制度について、国の関係

法令の制定や他県の動向に留意しながら検討」 

⑦ 心身の健康管理：「管理監督者による職場環境の改善や職員の不調の早期発見等を支援 

する重点的かつ能動的な取り組みを継続するよう期待」 

⑧ 給与制度の総合的見直し：「国の動向を注視しながら、研究を行っていく」 

⑨ 給与減額支給措置：「職員の士気等に及ぼす影響を憂慮している。（中略）本報告に基づく

民間準拠による給与水準が確保される必要がある」（委員長談話） 


